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等
割
）が
非
課
税
の
方

※
住
民
税
課
税
者
に
扶
養
さ
れ
て

い
る
方
お
よ
び
生
活
保
護
な
ど

を
受
給
し
て
い
る
方（
※
１
）は

対
象
外

※
１
…
生
活
保
護
、
中
国
残
留

孤
児
等
に
対
す
る
支
援
給
付
、

国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
等
入

所
者
家
族
生
活
援
護
費
お
よ
び

ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
非
入
所
者

給
付
金（
援
護
加
算
金
）を
受
給

し
て
い
る
方

●
支
給
額　

１
人　

３
、０
０
０
円

■
年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉

給
付
金
（
障
害
・
遺
族
基
礎
年

金
受
給
者
向
け
）

　

賃
金
引
き
上
げ
の
恩
恵
が
お
よ

び
に
く
い
低
所
得
の
障
害
・
遺
族

基
礎
年
金
受
給
者
の
方
に
対
し
、

年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給

付
金
を
支
給
し
ま
す
。

●
対　

象

臨
時
福
祉
給
付
金
の
対
象
に
当

て
は
ま
り
、
平
成
28
年
４
月
分

（
同
年
５
月
分
の
受
給
の
な
い

方
を
除
く
）
ま
た
は
同
年
５
月

分
の
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
を

受
給
さ
れ
る
方

※
年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉

■
臨
時
福
祉
給
付
金

　

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
よ
り
、

大
き
な
負
担
を
受
け
る
低
所
得
者

世
帯
の
方
に
対
し
、
臨
時
福
祉
給

付
金
を
支
給
し
ま
す
。

●
基
準
日　

平
成
28
年
１
月
１
日

●
対　

象

基
準
日
に
本
町
の
住
民
基
本
台

帳
に
記
載
さ
れ
た
方
の
う
ち
、

平
成
28
年
度
分
の
住
民
税（
均

給
付
金（
高
齢
者
向
け
）を
受
給

し
た
方
は
対
象
外

●
支
給
額

　

１
人　

３
０
、０
０
０
円

■
共
通
項
目

●
申
請
手
続

　

８
月
下
旬
に
対
象
と
な
る
可
能

性
の
あ
る
方
へ
、
住
民
税
非
課
税

の
お
知
ら
せ
、
申
請
書（
請
求
書
）、

返
信
用
封
筒
な
ど
を
送
付
し
ま
す

の
で
、
申
請
期
間
中
に
受
付
場
所

（
役
場
西
会
議
室
１
）へ
持
参
す
る

か
返
信
用
封
筒
で
返
送
し
て
く
だ

さ
い
。

※
住
民
税
未
申
告
の
方
に
つ
い
て

は
、
申
請
書
を
送
付
し
ま
せ
ん

の
で
、
ご
自
身
で
対
象
と
思
わ

れ
る
方
は
税
務
課
住
民
税
係
で

申
告
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

・
受
付
場
所
へ
の
持
ち
物

　

申
請
書
、添
付
書
類（
受
付
場

所
で
コ
ピ
ー
可
）、
印
鑑（
認

印
可
）

・
郵
送
の
場
合

　

申
請
書
、
添
付
書
類
の
写
し

を
返
信
用
封
筒
で
返
送

●
添
付
書
類

・
本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許

証
、
健
康
保
険
証
な
ど
）

※
外
国
人
は
、
対
象
者
全
員
分

の
在
留
カ
ー
ド
が
必
要

・
振
込
先
金
融
機
関
口
座
確
認

書
類
（
通
帳
ま
た
は
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
）

※
昨
年
度
と
同
じ
口
座
に
振
り

込
む
場
合
は
不
要

●
申
請
期
間

　

９
月
１
日（
木
）〜
12
月
１
日（
木
）

●
注
意
事
項

①
原
則
、
申
請
期
間
外
の
申
請

は
受
付
不
可

②
平
成
28
年
１
月
１
日
時
点
で

住
民
票
が
あ
っ
た
市
区
町
村

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
申

請
期
間
な
ど
は
市
区
町
村
に

よ
っ
て
異
な
る
た
め
、
申
請

先
の
市
区
町
村
に
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

③
申
請
書
は
福
祉
課
で
配
布
ま

た
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

④
原
則
、
現
金
に
よ
る
給
付
不

可
。
口
座
が
な
い
方
は
相
談

し
て
く
だ
さ
い
（
即
日
支
払

不
可
）。

●
住
民
税（
均
等
割
）非
課
税
と
な

る
所
得
水
準
の
目
安

　厚生労働省や役場の職員が

次のことをお願いすることは

絶対にありせんので、ご注意く

ださい。

・臨時福祉給付金などの支給に

ついて、電話・メールで手続

きをお願いすること

・ＡＴＭ（金融機関やコンビニ

などの現金自動支払機）の操

作をお願いしたり、給付金の

手続きのために手数料などの

振り込みを求めたりすること

●問い合わせ

　・申請方法について　役場　福祉課　内線１２６

　・制度について　臨時福祉給付金専用ダイヤル

　　 ０５７０－０３７－１９２（平日午前９時～午後６時）

臨時福祉給付金の

受付を開始します

９月１日から

区　分 非課税限度額

単身
65歳以上 148万円
65歳未満 98万円

夫婦
65歳以上 192.8万円
65歳未満 147万円

区　分 非課税限度額

単身 93万円
夫婦 137.8万円
夫婦と子ども１人 168.4万円
夫婦と子ども２人 209.9万円

給与
所得者

公的
年金等
受給者

臨時福祉給付金などを装った
詐欺、不審な電話に注意


